
好齢大学院　修了作品展のお知らせ
　多久市内の高齢者の学び場として、「好齢大学院」を開催し、受講者の
人たちは書や水彩画などを学びました。受講者の学びの成果を発表する場
として、以下のとおり修了作品展を開催します。ぜひご覧ください。

◎日時：【書・絵手紙】
     1 月 7 日㈬ 8 時30分から15日㈭ 14時まで
　　　　【水彩画・似顔絵】
     1 月16日㈮ 8 時30分から26日㈪ 14時まで
　　　　※土・日・祝日の入場はできません
　　　　※作品ごとに展示期間が異なりますのでご注意ください
◎場所：多久市役所 1階　市民ホール

おたっしゃだより
～介護に関する相談に応じます～
　天寿荘在宅介護支援センター　　　☎0952-74-4818
　いこいの里在宅介護支援センター　☎0952-75-3558

問い合わせ先　高齢・障害者支援課 高齢者支援係 ☎0952-75-6033

「 成 年 後 見 制 度 」 を 知 っ て い ま す か ？

成年後見人などができること・できないこと

　成年後見制度は、認知症など様々な理由で判断する能力が十分ではない人に対して、安心
して自分らしい生活を送ることができるよう、その人の権利や財産を守るための制度です。

■このような人が利用しています

～できること～

◯必要な福祉・介護サービスの手続きや契約
◯保険料や税金、医療費の支払いや不動産、
預貯金などの財産の管理
◯分からずにした契約の取り消し
◯郵便物や書類の確認
◯入院や施設入所などの手続き
◯定期的な訪問や本人の状況確認

◯調理や掃除などの家事援助
◯日用品の買い物やおむつ交換などの実際の
介護
◯養子縁組の手続きや結婚・離婚届の提出
◯毎日のように来てもらったり、話し相手に
なってもらう
◯医療行為への同意や身元保証

・認知症である父親名義の通帳のお金を入院費用に充てたいが、
「本人の同意がないと引き出せない」と言われてしまった。

・認知症で一人暮らしの母を悪質商法から守りたい。

■成年後見制度には２種類あります
①判断能力が不十分になったら…「法定後見制度」

②判断能力が不十分になる前に…「任意後見制度」
判断能力があるうちに任意後見人を選んでおく。判断能力が低下し
た時に任意後見人がサポートします。

補佐
補助 本人だけでは難しい手続きをお手伝いします。

重要な手続きや契約などを一緒に行います。
多くの手続きや金銭の管理、契約などを全面的にサポートします。後見

～できないこと～

医療・介護に関する情報をお届けする講座を年に複数回開催しています。
第 4回目の講座を以下の日程で開催します。今年度最後の講座になります。
ぜひ、お申し込みください！

■日　時： 2月 8日㈰　 9時30分～ 11時30分（受付 9時～）
■テーマ：『高齢者の栄養について』
■会　場：多久市社会福祉会館　１階会議室
■定　員：40人程度
■参加申込：高齢・障害者支援課 高齢者支援係（☎0952-75-6033) まで
　　　　　　お申し込みください。
　　　　　　「参加したいけど移動手段がない…」そんな人には送迎を行いま
　　　　　　すので、ご相談ください。

『てらこ屋 ちくたく塾』のご案内
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